
（2024.2） 

 

 

新入社員への安全衛生教育  並びに  

熱 中 症 予 防 指 導 員 ・管 理 者 研 修 のご案 内 

      

 

■ 新入社員への安全衛生教育  

労働安全衛生法第59条、安衛規則第35条におきまして、「事業者は労働者を雇い入れた時は、 

遅滞なく当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項について、教育を 

行わなければならない」となっています。 

このことから当支部では建設関係に従事する新入社員の「安全と健康を確保するための事業者 

が実施すべき教育」の支援業務の一環として新入社員教育を実施しております。 

 

 【日時】  ４/22（月）午前８時５０分～午後４時３０分 （６時間） 

 【会場】 愛知建設業会館 

 【対象】 ２０２４年度または２０２３年度採用者で、建設現場に赴く方 

 【定員】 ５０名   【受講料】 １０，４７６円（ﾃｷｽﾄ代、消費税を含む） 

   ＊会員会社に所属の方は、テキスト代より1,100円を支部で負担します 

◆ 熱中症予防指導員・管理者研修 

   

 【対象】 ・衛生管理者、店社スタッフ、施行管理者及び職長 

  ・安全衛生責任者等で熱中症予防のための指導・教育を行う方 

    

 日時 会場 定員 受講料 

愛知県支部 
５/31 （金） 

9：50～14：45 

愛知建設業会館  40名 
８,２０６円 

（ﾃｷｽﾄ代、消費税含む） 

刈谷分会 
５/13 （月） 

13：00～17：00 

愛知県技術開発 

交流センター 
  40名 

※会員会社に所属の方は 

 ﾃｷｽﾄ代より1,100円を 

 支部で負担いたします 

  

職場における熱中症予防対策については、平成21年6月19日付け基発第0619001号 

「職場における熱中症の予防について」により示しています。この研修は熱中症予防対策の基本

対策のうち、屋外作業を中心に特に留意すべき内容に基づいたカリキュラムとなっています。 



新入社員安全衛生教育・熱中症予防指導員管理者研修 
 

希望する教育の□に印をしてください 

 

       

 □ 4/22 新入社員安全衛生教育   愛知県支部   

 □ ５/31 熱中症予防指導員・管理者研修   FAX : 052-242-4440 

    

 □ 5/13 熱中症予防指導員・管理者研修   刈谷分会  

         FAX : 0566-22-0023  

 

 定員に達し次第申込み受付を終了いたします 

扱い作業従事者教育 
       注：１．太枠欄のみ記入してください。 

  ２．現住所は都道府県名のみ記入してください。 

  ３．キャンセルまたは受講日の変更は、受講日前日までにご連絡ください。キャンセルの方には、受講料は 

    返還いたします。  

    ４．会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください 

 

所 属 会 社 名  

所 在 地 

〒   －     

        都 道 

        府 県 

電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

連 絡 担 当 者  

 

受講番号 
ふ り が な 

氏 名 
生 年 月 日 

現住所 
(都道府県のみ) 
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個人情報の取扱いについて 

本申込用紙にて当支部が知りえた個人情報は、研修会のためのものであり、受講者の同意なく目的外の利用を行うことはありません。 

会 員 非会員 


